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平成２１年第１１回教育委員会定例会会議録 

 

１ 開会宣言 平成２１年１１月２４日（火） 午後４時 

２ 場 所 三条市役所栄庁舎 ２０１会議室 

３ 出 席 者 長沼委員長、坂爪委員長職務代理委員、渡辺委員、須佐委員、松永教育長 

４ 説明のための出席者 

池浦教育総務課長、久住子育て支援課長、小林学校教育課長、嘉代小中一貫教

育推進室長、金子生涯学習課長、坂井学校教育課主幹、西山小中一貫教育推進

室主幹、尾崎教育総務課主幹、駒形教育総務課長補佐、藤井企画調整担当、阿

部教育総務課庶務係長 

５ 傍 聴 人 １人 

６ 議 題 

 (1) 前回会議録の承認について 

平成２１年第１０回教育委員会定例会会議録 

(2) 議 事 

議第１号 三条市公民館条例の一部改正について 

議第２号 動産の取得について（小学校教育用パソコン） 

議第３号 動産の取得について（小学校校務用パソコンほか） 

議第４号 動産の取得について（小学校提示用教材備品） 

 (3) その他 

ア 福多・大和統合保育所基本設計（案）について 

イ 小中一貫教育関係の概要報告について 

ウ 次回教育委員会定例会の日程について 

 

７ 審議の経過及び結果 

 (1) 前回会議録の承認について 

長沼委員長から平成 21 年第 10 回教育委員会定例会会議録について諮り、承認と決定 

 

(2) 議 事 

  ・ 議第１号 三条市公民館条例の一部改正について 

金子生涯学習課長から説明 

質疑に入るが質疑なく、全員異議なく承認と決定 

 

・ 議第２号 動産の取得について（小学校教育用パソコン） 

・ 議第３号 動産の取得について（小学校校務用パソコンほか） 

・ 議第４号 動産の取得について（小学校提示用教材備品） 

池浦教育総務課長から一括説明 

質疑に入る。 
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（坂爪委員） 

小学校の教育用パソコンと校務用パソコンと提示用教材備品パソコンと分かれてい

るが、機種は同じものなのか。 

（池浦教育総務課長） 

議第２号の小学校教育用パソコンは、コンピューター室に設置するもので、従来はデ

スクトップ型が多かったが、各小学校のコンピュータールームは手狭感がある中で、デ

スクトップはかなりスペース的にきついという面があったので、ＯＳ等を統一させてい

ただく中で今回はノート型にした。 

議第３号の校務用パソコンは先生方に使っていただくパソコンで、これもノート型を

予定している。 

議第４号の提示用の教材備品として設置するパソコンも、電子黒板とセットとなるこ

とから持ち運びが簡単なノートパソコンとした。それぞれ同じ物だが、こういった区分

をさせていただいた。 

（須佐委員） 

ソフトは、オフィスなどある程度のものが入っているのか。 

（池浦教育総務課長） 

ＯＳは、ＸＰで統一をさせていただいている。ちょっと古いが動きがいい。その中で

ご指摘があったオフィス等については、エクセルやワードなどはセットで付いている。

その他に教育用の基本的なソフトも入っている。 

（長沼委員長） 

古いものは全部引き取って、処分費などはかかるのか。 

（池浦教育総務課長） 

今回のパソコンについてはすべて買い取りだ。通常、これまで措置をさせていただい

たのは長期のリース契約という形である。基本的には５年だが、その後１年なり２年な

り状況を見てリース期間を伸ばして使わせていただく。その後については、おっしゃる

通り廃棄処分という形になる。使えなくなったものについては、いわゆるスクラップの

業者のところで破壊をしていただくなどして、通常の予算の中で行っている。 

（須佐委員） 

パソコンには、インターネット関係のセキュリティソフトがあるが、それは２年毎な

どで更新がある。先生方が使うもの、子供たちが使うものの、その辺の部分は、例えば

２年後なら２年後にちゃんと予算は取れるのだろうか。 

（池浦教育総務課長） 

確かにそれは一番お金がかかるところだ。いわゆるライセンス契約という形となる

が、全体の契約の中で、ライセンス分の単価が出てくることになる。基本的にライセン

ス契約の中で５年ごとに更新させていただく。 

ただ、リース契約の場合、１年、２年引っ張るという話をさせていただいたが、その

分の更新には費用がかかる。更新しないで、ウイルスに感染すればそこで終わりになっ

てしまう。 
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（長沼委員長） 

これは、その先生のものになるのか。例えば転勤するときは、その先生と一緒にパソ

コンが行くのか、置いていくのか。 

（池浦教育総務課長） 

基本的に学校の備品となる。 

全員異議なく承認と決定 

 

（３）その他 

ア 福多・大和統合保育所基本設計（案）について 

久住子育て支援課長から説明 

質疑に入る。 

（松永教育長） 

供用開始は、いつ頃の予定だろうか。 

（久住子育て支援課長） 

土地取得のときに説明させていただいたが、23 年４月開始予定である。 

（長沼委員長） 

大変素晴らしいもので、発達支援室などもあり、とても皆さん楽しみにしていると思

う。 

このランチルームは、今の想定の人数で全部一緒にとれる大きさなのか。 

（久住子育て支援課長） 

ここは２つの保育所を統合するが、現在、福多と大和で 115 人、そこに０歳児保育を

新たに加えるということで、160 人の定員で作らせていただく。ランチルームは、２ク

ラス程度が一緒に異年齢の交流保育をしたり、給食の時間を共にしたり、また保護者会

で使ったりという形で、多目的に使える大きさである。三条市内では初めてランチルー

ムがある保育所ということになる。発達支援室についても同様だ。 

（坂爪委員） 

余計な心配かも知れないが、地図を見ると中央小学校がすぐ隣にある。あそこのグラ

ウンドは風が北西の方から保育所の方に向かって吹く。砂埃はそうないと思うが、砂避

けが必要という感じを受ける。 

（久住子育て支援課長） 

全体図を見ていただくと、駐車場からもそうだが、北側から入るものも多いので、北

に向いている玄関に、まず植栽や風除等であまり入らないような形にしたいと業者と話

をしている。 

 

ウ 小中一貫教育関係の概要報告について 

嘉代小中一貫教育推進室長から説明 

質疑に入る。 

（長沼委員長） 
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11 月 26 日の第二中学校区の第３回推進協議会は何時からか。 

（嘉代小中一貫教育推進室長） 

午後７時からとなっている。 

（長沼委員長） 

先日、話のあった通学路を歩く計画について、たくさんの希望者が出ているのか。 

（嘉代小中一貫教育推進室長） 

25 日に実施する予定だが、現在それぞれ把握している最中である。 

（松永教育長） 

カリキュラム編成部会は 10 月 28 日に開催されて、編成作業に取りかかっているとい

うが、今後の見通しはどのように捉えているか。例えば、今年度中はここまで考えてい

るとか、あるいは 22 年度にはどんな形でやろうかとか、それぞれの今後の見通しみた

いなものがあれば聞かせていただきたい。 

（西山小中一貫教育推進室主幹） 

道徳、特別活動、総合的な学習の時間については、それぞれカリキュラム作成上の基

本的な考え方のページ、それから９年間を見通した単元の一覧表が、今年度中に第一中

学校区、第三中学校区の両方でできる形になっている。第三中学校区についてはそれプ

ラス、９年間の単元一覧表に基づいたモデルとなる１時間あたりの授業プランまで作成

できるのではないかと考えている。第一中学校の場合は、１学期中くらいにはできる予

定になっている。 

各教科については、来年の初めくらいから小中一貫の単元一覧表や各教科のカリキュ

ラム作成上の基本的な考え方を１学期中に整えて、使用教科書が分かる夏以降、２学期

から小学校の具体的な授業プランを作っていきたい。中学校の分については、23 年度に

入って使用教科書が分かるので、それ以降中学校の部分ができてくると考えている。 

（松永教育長） 

余計なことかも知れないが、やはり先生方が難儀されると思う。いわゆるリーダーシ

ップ、あるいは指導的な立場を取ってくださる大学の先生との連携とか、それから各チ

ームの編成作業をやっている人たちの中で、来年度来る先生の教育方針が違ったりする

といろいろな不都合が生じるという気もしないわけではない。 

そういうスタッフをきちんと各中学校区で組織していくように教育委員会としても

何らかの手助けというのか、あるいは方針みたいなものを、今度は９中学校区それぞれ

に働きかけなければいけないだろう。 

見本が出てくれば、それに対して自分たちがどうアレンジするかということになって

くる。今、ハードの部分がどんどん進んでいくが、同時にソフトの面が追いかけてこな

いと少し心配だという面があるので、ソフトの面を充実をさせるためにも、今後配慮し

ていただきたいと思う。 

（西山小中一貫教育推進室主幹） 

今、第一中学校区、第三中学校区共にソフトの面がどのくらい進められているのかに

ついては、ある程度組織ができて、カリキュラム編成部会でのカリキュラムの作成、共
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同授業・共同活動部会では交流授業、出前授業をどうするかという検討もしている。 

その中で、校長先生と教頭先生の両方が部会での部長、副部長になるなど、組み合わ

せによっては、実際動いてみると動きにくかったりする部分などがあり、来年度からき

ちっとそれぞれの部会で動けるよう組織を見直して、現実的に動ける形にしていかなけ

ればならないと思っている。 

授業についても、小中一貫にかかわる訪問を中学校区で年２回以上、小学校は必ず１

回、中学校も必ず１回ということで、小中の先生方がどう連携して授業をすればいいか

研究を進めており、来年度からのカリキュラムの編成に活かしていけるのではないかと

思っている。 

ソフトの面の充実は、教育長が言われたような課題があると思っているので、先生方

に理解を求めながら、そういったソフトの面も進みやすいような配慮や、各学校共通で

揃えていただくことなど、今後協議を重ねていきたいと考えている。 

（松永教育長） 

それについては小中一貫推進室だけでなくて、学校教育課もどういうふうに携わって

いくのか。推進室の主幹１人であちこち体が回らない面もある。指導主事等をカリキュ

ラムの中でどう投入できるかも考えていかなければ、小中一貫教育推進室だけではきつ

いかなという気がする。 

（西山小中一貫教育推進室主幹） 

もちろん学校教育課の指導主事と定例的に連絡会を持ち、その中でどう進めていくか

という話はしている。連携を取りながら今後も進めていきたいと思っている。 

 

  エ 次回教育委員会定例会の日程について 

    池浦教育総務課長から提案があり、委員長が諮り次のとおり決定する。 

    日 時  平成２１年１２月２４日（木） 午後１時３０分 

    会 場  三条市役所栄庁舎 ２０１会議室 

 

８ 閉会宣言  平成２１年１１月２４日 午後４時３９分 

    三条市教育委員会会議規則第３８条及び第３９条の規定により、会議の顛末を記載して

ここに署名する。 

平成２１年１２月２４日  

    三条市教育委員会 

                      委員長  長沼 礼子 

 

 


